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「学長会議」に初めて設置者である寺田秋田県知事を招く
2006.11.6　学術総合センター　中会議室

公立大学協会は、
全国 76すべての公立大学で
組織されています。

　公立大学の学長のいわば相互研修、
勉強会、交流会という性格を持つ「学
長会議」に公立大学の設置者として
初めて寺田典城・秋田県知事をお招き
しました。また大学経営、大学改革
に造詣の深い、清成忠男・法政大学学
事顧問を講師としてお招きました。
　テーマは、大学改革を推進する学
長のリーダシップについて。現在、
学長のリーダシップ作りは、新しい
時代に大学の方向を示すための社会
的要請となっております。しかしな
がら、現実に大学の学長のリーダシッ
プの強化を実現することは容易では
ありません。設置者との関係、大学
経営の独自性、経済的合理性、評議
会や教授会との関係など難問は山積
しております。特に公立大学の場合
は、設置者自身も厳しい環境の中に
おかれており、各大学の課題、学長
の見解も多様です。
　このような状況を踏まえ、清成先
生と寺田知事には、それぞれのお立

場とご経験から、公立大学のトップ
マネジメントに求められる課題と、
公立大学の今後の展望について伺い
ました。さらに、3つの公立大学の
学長から報告をいただきましたので、
以下の記事で概要を報告します。

　今後も設置者の知事･市長を招き、
地方における知の拠点づくり、公立大
学の課題等についてご講演をいただき
たいと考えております。皆様のご意見・
ご要望をお待ちしております。

（公立大学協会会長・宇野重昭）

『地方からの挑戦 ～オンリーワン大学を目指して～』
秋田県知事・寺田典城氏ご講演より
　私は、「県行政で何を一番重要視す
るか」と問われれば、まず「安全・
安心な社会」の保障を挙げます。そ
して、もうひとつは「ひとづくり、
教育」です。誰もが等しく教育を受
けられるチャンスを与えられ、チャ
レンジできるシステムをしっかりと
作っていくことが、行政の大きな役
目だと考えています。
　国際教養大学のルーツは、ミネソ
タ州立大学機構秋田校という県の認
可を受けた専修学校です。私が知事
に就任した 99 年当時、県がその運

営をサポートしていくことは困難な
状況になっていました。しかし、そ
こにはしっかりと目的意識を持って
学ぶ学生たちがいました。私は、従
前から、21世紀はグローバル社会に
対応できる人材の育成が重要と考え
ていましたから、それを機に、例え
ば確実に海外留学できるような、従
前の日本の大学にはない「学びのシ
ステム」を持った大学を創ろうと決
心しました。それまでの大学の悪し
き慣習は排除し、しかも新しい公立
大学法人形態でスタートすることに
しました。ですから、文科省に地方
独立行政法人法の制定前倒しをお願
いしました。とにかく、文科省とは
侃々諤々の議論をしました。
　また、「少子化、大学全入の時代に
なぜ秋田で国際系大学か」というよ
うなことで、県議会で一度関係予算
を否決されたこともありました。で
すから、敢えて私は２期目の選挙で、
国際教養大学の設置を前面に打ち出
して戦いました。
　公立大学はよく、地域振興のため
に創るなんて言われます。しかし私学長会議、会場内の様子。



  2 公立大学協会　No.4　2007 .新年号

は、地域振興のためではなく、学生
が学ぶシステム、環境として何が一
番いいかということを第一に考えて
大学を創るべきだと考えています。
国際教養大学もそうした視点で創っ
たつもりです。私は、反対があって
かえって良かったと思います。反対
があり、大いに議論したからこそ、
理想をとことん追求できました。
　少人数学習で、授業は全部英語で
行われます。留学生と一緒の寮生活、
１年間の留学義務付け、卒業時のトー

任依頼を 2回断って 3回目にやっと
引き受けた。その条件というのは、
「知事が口を出さない」ということで
した。設置についての石原知事の強
い理念や思いについては高橋理事長
は十分に理解しているわけですから、
運営については口を出さなくていい
ということです。首長のコミットと
いうのは必要ですけど、細かに口を
出されても困ります。
　また、国立や学校法人と異なるも
う一つの公立の特徴というのは、や
はり地域との関わりです。地域に対
して何らかの責任を持つということ。
特に地域の問題を解決したり地域に
人財を形成し、それを蓄積するとい
うことが、やはり公立には強く要求
されるということですね。
　それから一番私が気にしているの
は職員です。自治体の人事異動で 2
年ぐらいすると変わってしまうこと
も問題ですが、そんな中で首長が大
学を軽視していると、例えば事務局

フルは 600 点以上必要。教員には評
価制度が導入され、3年任期制です。
こうした教育システムが評価され、
入試倍率は開学時から毎年度 10 倍
以上で、偏差値も非常に高くなって
います。学ぶシステムの更なる充実
を図るため、来年 2月から「図書館・
総合学習センター」の建設に入りま
す。既存の図書館同様に24時間オー
プンです。更に次のステップとして、
平成 20 年度には専門職大学院を設
置する予定です。
　次に、秋田県立大学についてです。
ここでも、秋田にしかできないこと
をやっていきます。今年４月、法人
化するとともに全国初のアグリビジ
ネス学科を設置しました。大潟村に
ある 190 ヘクタールの農場を使い、
学生に農業経営を実践させ、生産か
らマーケティングまで農業の全てを
覚えてもらおうという学科です。
　実は、この大学はかつて県の地方
機関という位置づけで、鉛筆１本買
うにも管轄する地域振興局にお願い

する必要がありました。そんなこと
ではいい教育ができないと、私はそ
の体制を壊しました。更にこの４月
からは法人化しました。大学に行政
体質が持ち込まれたら、しんどいで
す。大学は、行政ととことんケンカ
したほうがいい。学長が権限を持っ
て、責任も大学がとるというやり方
をしていくべきです。
　設置自治体は、あくまでもサポー
ターです。本県では大学の支援と、
これに関連の深い国際化・科学技術・
試験研究の推進等を総合的に進める
ための「学術国際部」を設置してい
ます。これも全国唯一だと思います。
　国際教養大学の中嶋学長、秋田県
立大学の小林学長にはたいへん御難
儀をかけています。私は時々、お二
人や県内の国立大学の学長さんらと、
お酒を飲みながら大学改革や秋田・
日本のあり方など、様々なお話をさ
せていただいております。今後も大
いに議論しながら、「秋田ならではの
大学」を目指していきます。

長でも「どうも左遷されたんじゃな
いか」とやる気をなくしてしまう。
事務局長がそうなら職員もそう。知
事に聞いてみれば「いやあれは左遷
じゃなくて、見込んで事務局長にし
た人事だよ」なんて言う。しかし知
事がはっきりそれを言っていないし、
「改革して欲しい」という抽象的なこ
とは言っても、それ以上何も手立て
を講じていないから、本人はやりよ
うがない。ですから設置者としては、
職員への動機付けということを、こ
れからしっかり考えて欲しいと思い
ます。

――清成先生は、首都大学東京の経営審議

会の学外委員、横浜市立大学の非常勤理事

として、また 9年間の法政大学理事長・学

長経験を踏まえて、理事長と学長の分担、

変革期のトップのあり方、トップダウンと

内発的なボトムアップの引き出し、経営の

最高意思決定、説明責任、新しい「大学の

自治」の確立、専門的経営者の養成など、

トップマネジメントのあり方について次々

と課題を揚げ、お話になりました。

　最後に、特に公立大学に向けて、以下の

ように締めくくられましたので、その部分

のみ要約してお伝えします。

＊　　　＊　　　＊
　最後に 3点ばかり申し上げたい。
一つ重要なのは自治体の首長さんの
コミットです。コミットの仕方がや
はり公立大学の理念に随分影響を与
えてしまうというわけです。設置は
したものの全然無関心という方もい
ます。といってコミットされすぎる
と、これも困るわけですね。したがっ
て首都大学東京の高橋理事長は、就

「大学改革を推進するトップマネジメント」
法政大学学事顧問・清成忠男氏ご講演より



データで見る公立大学○ 公立大学の学部
　平成18年度に設置されている 76の公
立大学のうち、大学院大学を除く74の
公立大学に設置された156学部の、学部
名毎の設置数は右グラフの通りです。
　最も多い学部は看護学部で 23を数え
ます。医・歯・薬学部を除く看護･医療
福祉系の学部（学部名を緑字で示した）
も合わせるとその数は 41に上り、近年
の公立大学新設ブームを支えました。
　続いて、経済学部 10、医学部・文学
部が 8、工学部 6と続きますが、伝統的
な名称の学部はこれら 4学部に加えて
薬学部・理学部 3、法学部 2等と比較的
少数に留まります。
　また最近ユニークな名称の学部設置が
増加していると言われていますが、公立
大学の学部名の種類は 78種類で、その
うち公立大学において唯一の名称となる
学部は 55に上り、多様な学部が大きく
裾野を広げている状況となっています。
　この 55の学部の設置時期を見ると、
51の学部が大学設置基準の大綱化以降、
すなわち平成に入ってからの設置となっ
ています。地域社会の要請に応える、新
しいコンセプトの学部づくりに工夫を凝
らしている近年の傾向が見て取れます。

大学改革を推進する学長のリーダシップについて
札幌医科大学、静岡県立大学、北九州市立大学の各学長報告より
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経営情報学部　情報科学部　総合政策学部　人間環境学部　人間社会学部　人間文化学部　
デザイン学部　美術学部　美術工芸学部　法学部　　

環境科学部　環境共生学部　環境人間学部　看護栄養学部　看護福祉学部　歯学部
国際コミュニケーション学部　経営経済学部　経営学部　経済情報学部　芸術学部　芸術工学部
芸術文化学部　健康科学部　健康福祉学部　国際学部　国際環境工学部　国際関係学部
国際教養学部　国際情報学部　国際政策学部　国際総合科学部　国際文化学部　
コンピュータ理工学部　事業構想学部　システム科学技術学部　システム情報科学部
システムデザイン学部　商学部　情報工学部　食産業学部　診療放射線学部　食品栄養科学部
人文学部　人文社会学部　総合リハビリテーション学部　生物資源学部　生物資源科学部
生物資源環境学部　生命環境科学部　生命環境学部　総合管理学部　ソフトウエア情報学部
地域政策学部　地域創造学部　都市環境学部　都市教養学部　人間看護学部　人間福祉学部
農学部　文化学部　福祉社会学部　保健医療福祉学部　保健科学部　保健看護学部
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公立大学の学部の学部名毎の設置数（合計 156学部、ただし新規募集停止となった学部を除く）

――3学長からの報告も、それぞれ多岐に

亘る内容でしたが、紙面の関係で、ごく一

部を抜粋してお伝えいたします。

    札幌医科大学・今井浩三学長

　北海道は別名「試される大地」と
言われております。札幌医科大学も
道職員ですので、4月から給与が直
ちに 10％カットになりまして、「試
される大地とは、こういうことか」
と思った教員もいるでしょう。来年
の 4月に学長、理事長一体型で法人
化を目指します。
　法人化の組織作りをする中では、
いろいろなご意見を、現場訪問で伺
うようにしています。これがすごく
重要だと思います。法人化する理由
は、大学を改革するためですが、そ
の先にあるのは、地元にいる優秀で
前向きな人材を大学に入れて育てた
いという願いです。そういったこと

4

3

を教職員と確認しながら一歩一歩進
めているところです。

  静岡県立大学・西垣克学長

　私どもも来年の 4月に法人化しま
すので、目下、法人化に向けての基
本理念を明確にしようということで、
私のほうで原案を作り、法人化検討
委員会という所で揉んでもらってい
ます。そこで私は、「地域社会への学
術的な貢献」ということにこだわっ
てます。我々は、あくまでも学術性
の高い組織として存在しているとい
う当たり前のことを最初に掲げて設
置者にも訴えています。
　学長のリーダーシップの心得とし
て、ミッション、パッション、アクションと
書きましたが、強い意志を持って腹
を決めないとやれない。学長は諦め
ない、負けない、逃げない。これが
共通の心境ではないかと思います。

    北九州市立大学・矢田俊文学長

　平成 17 年に法人化した大学の多
くは、同時に組織の再編成をやり、
任期制、評価制度などを同時に定款
に入れ込みましたが、本学はいろい
ろな改革を設置者主導でやらないで、
新たに経営を担当する理事長・学長
に任せる形をとりました。そこで法
人経営と、教学改革を一人がやるこ
とは極めて困難ということで理事長・
学長を分離することにしたようです。
　学長は、中期計画を読んで所信を
出し、選ばれました。自分自身が、
中期計画をデザインしていないのに、
リーダーシップなんていって力んで
も大学は動きません。大学のプレイ
ヤーは教員であり、教員が元気でな
いと改革は出来ません。合意形成の
システムを 2、3 カ月かけてはっき
りさせることから始めました。



10月
2日（月）★中国・四国地区協議会（岡山）。
3日（火）★大学入試センター試験の改善に関する
懇談会、富山県立大学中島学長出席。

4日（水）★大学経営強化調査実施委員会、次長出
席。★全公立大学に「平成20年度入学者選抜試
験実施要領・実施細目（改正案）に対する意見に
ついて」（照会）送付（メール）。

9日（月・祝）★第3回マネジメント専門委員会、
藤原、永津、安西委員出席 公立大学の経営概念
第1章～3章のまとめ。

10日（火）★みすず監査法人関口公認会計士来
局。経営セミナーについて打ち合わせ。★三井住
友海上火災保険高田公務開発部長来局。リスクマ
ネジメントの対応について意見交換。

12日（木）★全公立大学へ「公立大学実態調査表
の校正版」送付。

13日（金）★宮城大学開学10周年記念式典。★中
島人材育成委員会委員長来局、人材育成委員会の
アンケートについての打ち合わせ。

16日（月）★三井住友海上火災保険高田公務開発
部長来局。経営セミナー資料について打ち合わ
せ。

17日（火）★全公立大学へ人材育成委員会アンケ
ート発送（郵送、メール）。

18日（水）★宮澤事務局長、総務省、文部科学省
訪問。後援事業（法人化セミナー）終了報告書提
出。★文部科学省大学振興課加藤課長補佐、堀内
係長来局。大学改革に関する資料作成打ち合わ
せ。★宮澤事務局長、総務省訪問。椎川審議官と
経営セミナーについて打ち合わせ。

19日（木）★公立大学経営セミナー第1日（銀座ブ
ロッサム）。

20日（金）★公立大学経営セミナー第2日。★宇野
会長、井上島根県理事とともに自民党訪問。科学
研究費補助金の財政的支援の確保について要請。 
★宇野会長、井上島根県理事とともに参議院訪
問。青木、竹下参議院議員と面談。科学研究費補
助金の財政的支援の確保について要請。

24日（火）★文部科学省学術研究助成課磯貝課
長、日本学術振興会（JSPS）小野研究事業課長

来局。グローバルCOEの委員推薦について。★
宮澤事務局長、法政大学清成学事顧問を訪問。学
長会議講演打ち合わせ。★情報処理部会（宮城大
学）。

25日（水）★文部科学省私学行政課杉野課長来
局。科学研究費補助金の拡充について。

26日（木）★東京都都民生活部伊藤課長補佐来
局、公立大学の法人化について。

27日（金）★第2回人事制度専門委員会。（1）公
立大学事務局長連絡協議会の運営について（2）
公立大学の人事制度に関する学長アンケートの結
果について（3）公立大学の人事制度に関する今
後の検討の方向について（4）その他。★公立大
学事務局長連絡協議会（国立オリンピック記念青
少年総合センター）講演：文部科学省大学振興課
加藤健課長補佐、北九州市立大学矢田学長。人事
制度に関する事例発表：札幌医科大学村井事務局
長、秋田県立大学竹村総務本部長、大阪市立大学
岸野法人運営本部長、大分県立看護科学大学高橋
事務局長。★理学部会（滋賀県立大学）。

30日（月）★全公立大学へアドミニストレーター
セミナー中止連絡。

31日（火）★全公立大学へ「高校の履修漏れへの
対応について」（メール）。

11月
2日（木）★全公立大学へ「平成20年度入試実施方
式について」（照会）（メール・郵送）。★全公
立大学へ「平成19年度入試追加合格者情報交換
事務について」（メール・郵送）。

5日（日）★社会福祉学系部会（同志社大学）
6日（月）★看護系学長会議（学術総合センター）
★第3回理事会（1）学長会議・臨時総会の運営
について（2）「平成20年度入学者選抜実施要
領・実施細目（改正案）」について（3）セミナ
ーの実施結果について（4）その他　★学長会議
･臨時総会（学術総合センター）○基調講演：清
成忠男法政大学顧問、寺田典城秋田県知事 ○学
長のリーダーシップについての事例発表：札幌医
科大学今井学長、静岡県立大学西垣学長、北九州
市立大学矢田学長　○臨時総会：公立大学協会会
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事務局より
　あけましておめでとうございます。本号を
皆様の 2007年仕事始めに間に合うように、
なんとか旧年中に製作することができました。
　このニューズレター、現状では協会の活動
報告の域を出ておりませんが、今後の充実の
方向について、皆様からご意見をいただける
と幸いです。

則及び公立大学協会地区協議会設置規程の一部改
正について（地区協議会の再編成について）。

7日（火）★静岡県立大学開学20周年記念式典、宮
澤事務局長出席。

8日（水）★大学入試センター伊藤課長補佐来局。
得点調整判定委員推薦依頼。★宮澤事務局長 福
井県立大学、石川県立大学訪問。★全公立大学へ
「本人確認法施行令の改正について」（メール）。

10日（金）★人文系部会（名古屋）
13日（月）★大学入試センター得点調整判定委員
に富山県立大学中島学長、加藤相談役両氏を推
薦。★全公立大学へ「グローバルCOEプログラ
ム委員会専門委員候補者の推薦について」（依
頼）発送。

14日（火）★日本格付研究所 吉田チームリーダ
ー、殿村シニア･アナリスト来局。公立大学の格
付について。

15日（水）★富山県立大学中島学長来局。人材育
成委員会アンケート集約の取り扱いについて。

16日（木）★宮澤事務局長、総務省、文部科学省
訪問。後援名義事業（経営セミナー）終了報告書
提出。

21日（火）★全公立大学に「平成20年度入試実施
要領等」（通知）（郵送・メール）。

22日（水）★ニューズレターNo.3 発送。
27日（月）★全公立大学へ「大学評価･学位授与機
構「大学機関別認証評価委員会」専門委員候補者
の推薦について」（依頼）（メール）。

28日（火）★川越市大学設置準備室来局。
30日（木）★日本私立大学協会60周年記念式典、
宮澤事務局長出席。★農学部会（京都）。

平成18年度 第3回、第4回 理事会が開催されました
第 3回 2006.11.6（学術総合センター）、第 4回 12.13（公立大学協会会議室）

　第３回理事会は 11 月 6 日の学長
会議に先立ち開催され、学長会議の
運営について協議を行いました。ま
た、人材育成委員会・中島委員長か
ら提案のあった「平成 20 年度入学
者選抜実施要領・実施細目（改正案）」
については十分に協議をする時間が
なく、早急に次回理事会を開催し、
改めて議論することになりました。

＊　　　＊　　　＊
　第 4回理事会は、12 月 13 日に以
下の内容をもって開催されました。
　初めに、第 3回理事会で継続審議
となっていた「公立大学の入学者選
抜についての平成 20年度実施要領・

実施細目」について審議し、人材育
成委員会決定を承認しました。
　あわせて今後の公立大学の入試に
ついて意見交換。平成 19 年度の国
公立大学の入試状況（文科省資料）
や「大学入試センター試験の改善に
関する事項」の「意見まとめ」の趣
旨を踏まえた上で今後も入試の動き
をフォローしていくことに。
　平成 18 年度事業の今後の対応に
ついては、「公立大学協会の今後の役
割・課題・要望を把握するための学
長アンケート」に関し、分析の中間
結果を了承し、アンケート結果にお
いて見解の異なる項目等に関しては、

次回の理事会で再検討することに。
　「公立大学協会の法人化」の方向に
関しては、平成 20年度 12月より施
行される新たな公益法人制度の下で
法人格取得を目指すことを原則的に
了解するとともに、具体的問題を今
後検討することに。
　平成 19 年度以降の協会の課題に
ついては次回理事会への継続審議に。
　今後の主要会議の日程については、
第5回理事会を 2月14日（水）、平成
19年度第1回理事会を4月23日（月）に。
また、第68回総会は 5月21日（月）
に国立オリンピック記念青少年総合セン
ターにて開催することになりました。


